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議案第６２号  

羽生都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一

部を改正する条例  

 羽生都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和６０年条例

第４号）の一部を次のように改正する｡  

次 の 表 中 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 、 改 正 前 の 欄 に あ っ て は

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１） 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２） 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改 正 後  改 正 前  

（負担区の決定等）  （負担区の決定等）  

第３条 （略）  第３条 （略）  

２ 市長は、前項の規定により負担区

を定めたときは、当該負担区の名称

及 び 区 域 を 公 告 し な け れ ば な ら な

い。  

２ 市長は、前項の規定により負担区

を 定 め た と き は 、 当 該 負 担 区 の 名

称 、 区 域 を 公 告 し な け れ ば な ら な

い。  

（単位負担金額）  （単位負担金額）  

第４条 負担区の区域内に存する土地

１ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 負 担 金 額

（以下「単位負担金額」という。）

は、別表に掲げる額とする。  

第４条 負担区域に存する土地１平方

メ ー ト ル 当 た り の 負 担 金 額 （ 以 下

「単位負担金額」という。）は、別

表第１に掲げる額とする。  

（各受益者の負担金の額）  （各受益者の負担金の額）  

第５条 受益者が負担する負担金の額

は、当該受益者が次条の規定による

公告の日現在において所有し、又は

地上権等を有する土地で、同条の規

定により公告された区域内のものの

面積に単位負担金額を乗じて得た額

とする。  

第５条 受益者が負担する負担金の額

は、当該受益者が次条の公告の日現

在において所有し、又は地上権等を

有する土地で、同条の規定により公

告された区域内のものの面積に単位

負担金額を乗じて得た額とする。  

（賦課対象区域の決定等）  （賦課対象区域の決定等）  

第６条 市長は、負担金を賦課しよう 第６条 市長は、毎年度の当初に、負
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とするときは、あらかじめ、負担金

を賦課しようとする区域（以下「賦

課対象区域」という。）を定め、こ

れを公告しなければならない。  

担金を賦課しようとする区域（以下

「 賦 課 対 象 区 域 」 と い う 。 ） を 定

め 、 こ れ を 公 告 し な け れ ば な ら な

い。  

 ２ 前項の賦課対象区域は、前年度末

までに事業を施行した区域とする。  

（負担金の賦課及び徴収）  （負担金の賦課及び徴収）  

第７条 市長は、前条の規定による公

告の日現在における当該公告のあっ

た賦課対象区域内の土地に係る受益

者ごとに、第５条の規定による負担

金の額を定め、これを賦課するもの

とする。  

第７条 市長は、前条の公告の日現在

における当該公告のあった賦課対象

区域内の土地に係る受益者ごとに、

第５条の規定による負担金の額を定

め、これを賦課するものとする。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 負 担 金 の 賦 課

は、前条の規定による公告の日の翌

日から起算して３年を経過した日以

後 に お い て は 、 す る こ と が で き な

い。  

２ 前項の負担金の賦課は、前条の公

告の日の翌日から起算して３年を経

過した日以後においては、すること

ができない。  

３・４ （略）  ３・４ （略）  

（一括納付報奨金）  （一括納付報奨金）  

第８条 受益者が負担金の総額を初年

度の初回の納期限までに、一括納付

したときは、負担金の総額の５パー

セントの報奨金を交付する。  

第８条 受益者が負担金の総額を初年

度の第１期納期限までに、一括納付

したときは、負担金の総額の５パー

セントの報奨金を交付する。  

（負担金の徴収猶予）  （負担金の徴収猶予）  

第９条 （略）  第９条 （略）  

 ２ 第９条に規定する負担金の徴収猶

予の基準は、別表第２に定めるとこ

ろによる。  

（負担金の減免）  （負担金の減免）  

第１０条 （略）  第１０条 （略）  

２ （略）  ２ （略）  

 ３ 前項に規定する負担金の減免の基

準は、別表第３に定めるところによ

る。  

（繰上徴収）  （繰上徴収）  

第１１条 市長は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、既に確定した

負担金をその納期前においても繰上

第１１条 市長は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、既に確定した

負担金でその納期限においてその金
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徴収をすることができる。  額を徴収することができないと認め

られるものに限り、その納期前にお

い て も 繰 上 徴 収 を す る こ と が で き

る。  

（１） 受益者の財産につき滞納処

分、強制執行若しくは担保権の実

行としての競売、企業担保権の実

行手続又は破産手続が開始された

とき。  

（１） 受益者の財産につき滞納処

分、強制執行、担保権の実行とし

ての競売、企業担保権の実行手続

又は破産手続が開始されたとき  

（２） 受益者につき相続があった

場合において相続人が限定承認を

したとき。  

（２） 受益者につき相続があった

場合において相続人が限定承認を

したとき  

（３） 法人である受益者が解散し

たとき。  

（３） 法人である受益者が解散し

たとき  

（４） 受益者が不正に負担金の徴

収 を 免 れ 、 若 し く は 免 れ よ う と

し、又は負担金の徴収金の還付を

受け、若しくは受けようとしたと

認められたとき。  

（４） 受益者が不正に負担金の徴

収を免れ若しくは免れようとし、

又 は 負 担 金 の 徴 収 金 の 還 付 を 受

け、若しくは受けようとしたと認

められたとき  

（５） 受益者から繰上納付の申出

があったとき。  

 

（受益者に変更があった場合の取扱

い）  

（受益者に変更があった場合の取扱

い）  

第１２条 第６条の規定による公告の

日後、受益者の変更があった場合に

おいて、当該変更に係る当事者の一

方又は双方がその旨を市長に届け出

たときは、新たに受益者となった者

は、従前の受益者の地位を承継する

ものとする。ただし、第７条第１項

の規定により定められた額のうち当

該届出の日までに同条第３項の納付

期日に至っているものは、従前の受

益者が納付するものとする。  

第１２条 第６条の公告の日後、受益

者の変更があった場合において、当

該変更に係る当事者の一方又は双方

がその旨を市長に届け出たときは、

新たに受益者となった者は、従前の

受 益 者 の 地 位 を 承 継 す る も の と す

る。ただし、第７条第１項の規定に

より定められた額のうち当該届出の

日までに納付すべき時期に至ってい

るものは、従前の受益者が納付する

ものとする。  

（委任）  （市長への委任）  

第１４条 この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。  

第１４条 この条例の施行について必

要な事項は、市長が別に定める。  

別表（第４条関係）  別表第１（第４条関係）  

表 （略）  表 （略）  

 別表第２（第９条関係）  
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 下水道事業受益者負担金徴収猶予

基準  

 該当

条項  

対象  

 

 

猶予期

間  

 

猶予

の金

額  

摘要  

条 例

第 ９

条 第

１号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 、 畑 、

山 林 、 原

野 、 池 沼

そ の 他 こ

れ に 準 ず

る 土 地

（ た だ

し 、 土 地

の 状 況 に

よ り 宅 地

と 認 め ら

れ る も の

を除く。）

に 係 る 受

益者  

宅 地 と

し て 、

使 用

し 、 又

は 使 用

で き る

ま で の

期間  

全額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係 争 地 に

係 る 受 益

者  

受 益 者

の 決 定

（判定）

ま で の

期間  

全額  

生 活 困 窮

の た め 、

直 ち に 負

担 金 を 納

付 す る こ

と が 困 難

で あ る と

認 め ら れ

る受益者  

市 長 の

認 定 す

る期間  

全額  

市 長 が そ

の 状 況 に

よ り 特 に

徴 収 猶 予

の 必 要 が

あ る と 認

め ら れ る

市 長 の

認 定 す

る期間  

 

 

 

市 長

の 認

定 す

る額  
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 受益者   

条 例

第 ９

条 第

２号  

 

 

 

災 害 ・ 盗

難 等 に よ

り 負 担 金

を 納 付 す

る こ と が

困 難 で あ

る と 認 め

ら れ る 受

益者  

市 長 の

認 定 す

る期間  

 

 

 

 

全額  

 

 

 

公 の 罹

災 証 明

書 又 は

警 察 の

盗 難 届

出 証 明

書  

 

 別表第３（第１０条関係）  

 公共下水道事業受益者負担金減免

基準  

 該当す

る受益

者  

免 除 又 は

減 額 の 対

象 と な る

主な土地  

該当する

主な用途  

減 ず る

割 合

（％）  

国 又 は

地 方 公

共 団 体

が 公 用

に 供

し 、 又

は 供 す

る こ と

を 予 定

し て い

る 土 地

に 係 る

受益者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 又 は 地

方 公 共 団

体 が 公 用

に 供 す る

土地  

庁舎  ５０  

学 校 、 図

書 館 、 公

民 館 、 体

育 運 動 施

設  

７５  

警 察 法 務

収容施設  

７５  

病院  ２５  

社 会 福 祉

法 （ 昭 和

２ ６ 年 法

律 第 ４ ５

号 ） 第 ２

条 に 規 定

す る 社 会

福 祉 事 業

に 供 す る

土地  

保 育 所 、

老 人 ホ ー

ム  

７５  

児 童 遊 園

地  

免除  

    

文 化 財 で

あ る 土 地

又 は 文 化

財 で あ る

建 物 、 そ

  

 

 

 

 

免除  
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の 他 の 工

作 物 の 敷

地  

 

 

 

 

有 料 の 職

員 宿 舎 の

土地  

  ２５  

無 料 の 職

員 宿 舎 の

土地  

  そ れ ぞ

れ 附 属

し て い

る 施 設

と同じ  

国 又 は

地 方 公

共 団 体

が そ の

企 業 の

用 に 供

し て い

る 土 地

に 係 る

受益者  

企 業 用 財

産 と な っ

て い る 土

地 （ 本 来

の 事 業 の

用 に 供 し

な い 土 地

を除く）  

  ２５  

国 又 は

地 方 公

共 団 体

が 公 共

の 用 に

供 す る

こ と を

予 定 し

て い る

土 地 に

係 る 受

益者  

    免除  

公 の 生

活 扶 助

を う け

て い る

受 益

者 、 そ

の 他 こ

れ に 準

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

免除  
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ず る 特

別 の 事

情 が あ

る と 認

め ら れ

る 受 益

者  

事 業 の

た め 、

土 地 、

物 件 、

労 力 又

は 、 金

銭 を 提

供 し た

受益者  

    寄 附 し

た 金

銭 、 物

件 、 労

力 等 に

対 応 す

る 範 囲

で 減 免

する  

そ の 他

の 状 況

に よ

り 、 特

に 負 担

金 を 減

免 す る

必 要 が

あ る と

認 め ら

れ る 土

地 に 係

る 受 益

者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育

法 （ 昭 和

２ ２ 年 法

律 第 ２ ６

号 ） 第 １

条 に 規 定

す る 学 校

で 私 立 学

校法（昭和

２４年法律

第 ２ ７ ０

号 ） 第 ３

条 に 定 め

る 学 校 法

人 が 設 立

す る も の

に 係 る 土

地 （ 管 理

者 又 は 職

員 等 の 住

居 に 使 用

す る 建 物

の 敷 地 を

除く）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宗 教 法 人 神 社 、 寺 ５０  
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法 （ 昭 和

２ ６ 年 法

律第１２６

号 ） 第 ２

条 に 掲 げ

る 団 体 が

同 条 に 規

定 す る 目

的 の た め

に 使 用 す

る 土 地 及

び こ れ に

類 す る 土

地 （ 本 来

の 目 的 に

供 し な い

土 地 を 除

く）  

院 及 び こ

れ に 類 す

る 団 体 の

境内地  

墓 地 、 納

骨堂  

免除  

社 会 福 祉

法 第 ２ 条

に 規 定 す

る 事 業 で

同法第２２

条 に 規 定

す る 社 会

福 祉 法 人

が 経 営 す

る 施 設 に

係 る 土 地

（ 管 理 人

等 が 住 居

に 使 用 す

る 建 物 の

敷 地 を 除

く）  

保育所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消 防 団 が

所 有 又 は

使 用 す る

車 両 、 器

具 等 の 格

納 に 係 る

  免除  
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土地  

鉄道用地  軌道用地  ２５  

踏切  免除  

駅 舎 、 プ

ラ ッ ト ホ

ーム  

２５  

駅 前 広 場

（ 鉄 道 所

有 に 係 る

もの）  

免除  

公 道 に 準

ず る 私 道

及び水路  

公 共 性 の

あ る 私 道

で 公 道 に

準 ず る と

認 め ら れ

る も の 及

び水路  

免除  

そ の 他 市

長 が 特 に

減 免 す る

必 要 が あ

る と 認 め

た土地  

  そ の 状

況 に 応

じ て 市

長 が 定

める  

 

  

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。  

  令和元年９月３日提出  

             埼玉県羽生市長 河  田  晃  明    

 


